
昭和４７年９月１８日基発第６０２号 

労働安全衛生法および同法施行令の施行について 

総括安全衛生管理者(第１０条関係) 

○ 「業務を統括管理する」とは、第１項各号に掲げる業務が適切かつ円滑に実施されるよう所要の

措置を講じ、かつ、その実施状況を監督する等当該業務について責任をもつて取りまとめること

をいうこと。 

○ 「その他健康の保持増進のための措置に関すること」には、健康診断の結果に基づく事後措置、

作業環境の維持管理、作業の管理及び健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図る

ため必要な措置が含まれること。 

○ 「事業の実施を統括管理する者」とは、工場長、作業所長等名称の如何を問わず、当該事業場に

おける事業の実施について実質的に統括管理する権限および責任を有する者をいうものであるこ

と。 

 

安全管理者(第１１条関係) 

「安全に係る技術的事項」とは、必ずしも安全に関する専門技術的事項に限る趣旨ではなく、総括

安全衛生管理者が統括管理すべき第１０条第１項の業務のうち安全に関する具体的事項をいうもの

と解すること。 

 

衛生管理者(第１２条関係) 

「衛生に係る技術的事項」とは、必ずしも衛生に関する専門技術的事項に限る趣旨ではなく、総括

安全衛生管理者が統括管理すべき第１０条第１項の業務のうち、衛生に関する具体的事項をいうも

のと解すること。 

 

安全・衛生委員会(第１７条から第１９条まで関係) 

○ 第１７条第２項第１号、第１８条第２項第１号または第１９条第２項第１号の「総括安全衛生管

理者以外の者で当該事業者においてその事業の実施を統括管理するもの」とは、第１０条に基づ

く総括安全衛生管理者の選任を必要としない事業場について規定されたものであり、同号の「こ

れに準ずる者」とは、当該事業場において事業の実施を統括管理する者以外の者で、その者に準

じた地位にある者(たとえば副所長、副工場長など)をさすものであること。 

○ 第１７条第２項第３号および第１９条第２項第３号の「安全に関し経験を有する者」とは、狭義

の安全に関する業務経験を有する者のみをいうものではなく、当該事業における作業の実施また

はこれらの作業に関する管理の面において、安全確保のために関係した経験を有する者を広く総

称したものであること。 

○ 安全・衛生委員会の会議の開催に要する時間は労働時間と解されること。従って、当該会議が法

定時間外に行なわれた場合には、それに参加した労働者に対し、当然、割増賃金が支払われなけ

ればならないものであること。 

○ 「推薦に基づき指名」するとは、第１７条から第１９条までに定めるところにより、適法な委員

の推薦があつた場合には、事業者は第１号の委員以外の委員の半数の限度において、その者を委



員として指名しなければならない趣旨であること 


